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建築物省エネ法・建築基準法等

２０２４年度以降の法改正について

～4号特例廃止並びに省エネ住宅普及に向けた動き～
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」、それは付加価値のついた住宅。「
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A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社

１. ２０２４年の法改正等について
ー① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度
ー② 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度
ー③ 住宅関連税制と補助事業

もくじ

２. 建築物省エネ法の改正について
ー① 省エネ基準適合義務の概要
ー② 省エネ基準適合に求められる評価方法
ー③ ２０３０年ＺＥＨ水準省エネ義務化を見据えて

３. 建築基準法の改正について
ー① 建築確認・検査対象の見直し
ー② 木造建築物の仕様の状況に応じた壁量基準等の見直し等について
ー③ ＺＥＨ水準住宅で１０５角の柱が使える境界線
ー④ 木造建築物等の構造計算の合理化
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① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

② 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

③ 住宅関連税制と補助事業

１. ２０２４年の法改正等について
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A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 4【出典:国土交通省 改正建築物省エネ法・建築基準法の施行時期について】

省エネ関係の今後の主なスケジュール

→１-①、②で詳細説明

→２で詳細説明

１. ２０２４年の法改正等について
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１-① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

5【出典:国土交通省 2025年４月以降、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示が求められます】

施行:2024年４月



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社

１-① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

6【出典:国土交通省 2025年４月以降、建築物の販売・賃貸時に省エネ性能の表示が求められます】

施行:2024年４月



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 7【出典:国土交通省 20230616パブリックコメントを元に作成】

遵守すべき事項（一次エネルギー消費量の多段階評価） 建築物の種類:住宅
（参考）BELS 星（現時点）

一次エネルギー消費量に
係る多段階評価一次エネルギー消費量の削減率

星の数一次エネルギー消費量の
削減率

☆☆☆☆☆
（誘導基準相当※1）

20％以上

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

考
慮

す
る

☆☆☆☆☆☆６50%以上

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

考
慮

す
る

☆☆☆☆☆５40%以上50%未満

☆☆☆☆4
30%以上（再エネ考慮しない場合）

30%以上40%未満
（再エネ考慮する場合）

再
生

可
能

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

考
慮

し
な

い

☆☆☆320%以上30%未満

☆☆☆☆15%以上20%未満
☆☆210%以上20%未満

☆☆☆10%以上15%未満

☆☆（省エネ基準）☆10％以上10%未満

☆（既存の省エネ基準）00未満

※１誘導基準は、エネルギー利用効率化設備のうちコージェネレーション設備のみ評価対象

１-① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

ＢＥＬＳについても２０２４年４月１日申請分より表示（☆）が変更されます

施行:2024年４月
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１-① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

8【出典:国土交通省 家えらびに、「省エネ性能」という視点を。】

2024年1月24日に「第三者評価書の見本」が公表されました

施行:2024年４月
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１-① 建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

9【出典:国土交通省 家えらびに、「省エネ性能」という視点を。】

認知度ＵＰのために消費者向けチラシも準備されている

施行:2024年４月
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１-② 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度

10

促進計画区域内
-a 再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務
-b 再エネ促進区域における形態規制に係る特例許可の創設

令和４年の建築物省エネ法改正により、
太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、
市町村が促進計画を作成することができるようになります。
行政区域全体、または一定の街区等を設定することが可能です。
ただし、住民の意見を踏まえ、気候・立地等が再エネ設備の導入に適した区域を設定することが求められます。

【出典:国土交通省 【建築物省エネ法第67条の２～第67条の６】建築物再生可能エネルギー利用促進区域および関連情報】

建築地が促進計画区域であるか否かを市町村に確認しておく

施行:2024年４月
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１-②-a 再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務

11【出典:国土交通省 （別紙１）説明義務用リーフレットひな形】

説明義務用リーフレットひな形は既に公開されている

施行:2024年４月
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１-②-a 再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務

12【出典:国土交通省 （別紙１）説明義務用リーフレットひな形】

再生可能エネルギー利用設備に関する説明書の写しは建築士法に基づき保管する必要がある

「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、

市町村が定めた「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」内において、
建築士は、建築主に対して設置することができる再エネ利用設備について書面を交付して説明する
ことが義務付けられています。

また、区域内で、建築主は、再エネ利用設備を設置するよう努めることとされています。

※建築主が説明を要しない旨の意思表明をした場合、建築士から説明は行われません。

説明内容 ① 設備の種類（例:太陽光発電設備）
② 設備の規模（例:太陽光発電設備のシステム容量（単位:キロワット））

法令上、建築士が建築主に説明することとされている項目は主に以下の２点です。

※このほか、設備に関する関連情報についても説明を推奨しています

＜電磁的方法による説明＞
建築士が説明書面を作成し建築主に交付したうえで説明することは必須

⇓
資料の作成及び説明はメールによる資料送付と、オンライン通話等を組み合わせた電磁的方法でも可能

施行:2024年４月
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１-②-a 再生可能エネルギー利用設備の設置に係る建築士の説明義務

13【出典:国土交通省 促進計画の作成ガイドライン（第１版）】

建築士の再エネ説明義務は促進計画区域内に限定されるが、区域外であっても説明できる準備→◎

再掲

施行:2024年４月
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１-②-b 再エネ促進区域における形態規制に係る特例許可の創設

14【出典:国土交通省 促進計画の作成ガイドライン（第１版）】

施行:2024年４月
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１-③ 住宅関連税制と補助事業

15【出典:国土交通省 令和６年度住宅税制改正概要（別紙１）】



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 16【出典:国土交通省 令和６年度住宅税制改正概要（別紙１）】

１-③ 住宅関連税制と補助事業



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 17【出典: 住宅省エネキャンペーンホームページ】

１-③ 住宅関連税制と補助事業



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 18【出典: 国土交通省 子育てエコホーム支援事業の概要】

こどもみらい住宅支援事業 こどもエコすまい支援事業

こどもみらい住宅支援事業にあった
省エネ基準適合での補助はもう無い

⇓
ＺＥＨ住宅の推進に向けた補助は

予算が増額された!

⇓

ZEH水準に加え
耐震性能等も要件に追加された!

子育てエコホーム支援事業

令和５年度補正予算:２,１００億円
令和６年度当初予算: ４００億円

令和３年度補正予算:５４２億円
令和４年度予備費等:６００億円

令和４年度補正予算:１,５００億円
令和５年度当初予算: ２０９.35億円

１-③ 住宅関連税制と補助事業
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１-③ 住宅関連税制と補助事業（横浜市）

【出典:横浜市 省エネ住宅住み替え補助制度】
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① 省エネ基準適合義務の概要

② 省エネ基準適合に求められる評価手法

③ ２０３０年ＺＥＨ水準省エネ義務化を見据えて

２. 建築物省エネ法の改正について

20
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２-① 省エネ基準適合義務の概要

21【出典:国土交通省 2025年４月（予定）から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます】

施行予定:2025年４月
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２-① 省エネ基準適合義務の概要

22

原則※全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます

建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います

【出典:国土交通省 2025年４月（予定）から全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられます】

施行予定:2025年４月

国
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A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 23【出典: 国土交通省 質疑応答集（令和５年１２月８日時点）】

２-① 建築物省エネ法の改正について Ｑ＆Ａ抜粋



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 24【出典: 国土交通省 建築物省エネ法の省エネ基準等ついて】

２-② 省エネ基準適合に求められる評価方法
施行予定:2025年４月

各種評価制度にも活用可能
（性能評価・ＢＥＬＳ・⾧期優良等）
お勧め

ＺＥＨ水準住宅対応は計算ルートがお勧め（経済設計のために）

評価（性能・⾧期）は計算ルートで、建築確認（基準適合）は仕様基準ルートにすることも可能



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 25【出典:国土交通省 申請・審査マニュアル（ダイジェスト版）】

施行予定:2025年４月

省エネ基準適合を仕様基準で確認する場合には、建築確認の中で省エネ基準への適合性を審査する

２-② 省エネ基準適合に求められる評価方法 （仕様基準）
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２-③ ２０３０年ＺＥＨ水準省エネ義務化を見据えて

26
省エネ性能表示制度の消費者向けチラシにも２０３０年ＺＥＨ水準の省エネ性能について記載されている・・・

【出典:国土交通省 家えらびに、「省エネ性能」という視点を。】

次章（３）の早見表・表計算ツールは
ＺＥＨ水準を想定し作成されている
次章（３）の早見表・表計算ツールは
ＺＥＨ水準を想定し作成されている
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戸建住宅におけるＺＥＨの普及状況

27

①注文住宅

【出典:一般社団法人環境共創イニシアチブ 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス実証事業 調査発表会 2023」】

２-③ ２０３０年ＺＥＨ水準省エネ義務化を見据えて
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３. 建築基準法の改正について

28

① 建築確認・検査対象の見直し

② 木造建築物等の構造計算の合理化

③ 木造建築物の仕様の状況に応じた壁量基準等の見直し等について
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３-① 建築確認・検査対象の見直し

29【出典:国土交通省 2025年４月（予定）から４号特例が変わります】

施行予定:2025年４月
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３-① 建築確認・検査対象の見直し

30【出典:国土交通省 2025年４月（予定）から４号特例が変わります】

「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります

確認申請の際に構造･省エネ関連の図書の提出が必要になります

施行予定:2025年４月
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施行予定:2025年４月
３-① 建築確認・検査対象の見直し

【出典: 国土交通省 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料】



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 32【出典:国土交通省 申請・審査マニュアル（ダイジェスト版） 】

施行予定:2025年４月

新２号建築物は、建築基準法令の全ての規定が審査・検査の対象となるため、
建築確認・検査において、構造関係規定等についても審査・検査の対象となります。
そのため、確認申請の際には、構造関係規定、省エネ関連の図書等の提出が必要となります。

新２号建築物は構造・省エネに加え「防火避難規定」と「設備その他、単体規定」も審査の対象となります

３-① 建築確認・検査対象の見直し
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施行予定:2025年４月
３-① 建築確認・検査対象の見直し
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３-② 木造建築物等の構造計算の合理化

【出典: 国土交通省 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料】

施行予定:2025年４月
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３-② 木造建築物等の構造計算の合理化
施行予定:2025年４月

【出典: 国土交通省 建築基準法・建築物省エネ法改正法制度説明資料】
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３-⑤ 枠組み壁工法について
施行予定:2025年４月

【出典:国土交通省 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要】
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３-⑤ 枠組み壁工法について
施行予定:2025年４月

【出典:国土交通省 木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要】
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３-⑤ 仕様の実況に応じた必要壁量の算定方法への見直し
施行予定:2025年４月

【出典:国土交通省 「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要」（令和５年12月時点）に関する補足資料】



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 39【出典: 国土交通省 質疑応答集（令和５年１２月８日時点）】

３-② 【参考資料】 建築基準法の改正について Ｑ＆Ａ抜粋
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３-② 【参考資料】 建築基準法の改正について Ｑ＆Ａ抜粋
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伏図等を作成せずに仕様書に記載する
例も紹介されている

「軽い屋根」「重い屋根」といわれる

区分に応じた壁量の算定は廃止

⇓

Ａ）早見表

Ｂ）表計算ツール

Ｃ）許容応力度計算

のいずれかで算定

※柱の小径についても算定可能（在来軸組構法）

３-① 建築確認・検査対象の見直し
施行予定:2025年４月

国交省「資料ライブラリー」よりダウンロードできます
（「省エネ仕様基準ガイドブック」等もあります）

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/04.html
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施行予定:2025年４月

【出典:国土交通省 申請・審査マニュアル（ダイジェスト版） 】

３-② 木造建築物の仕様の状況に応じた壁量基準等の見直し等について
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施行予定:2025年４月

【出典:国土交通省 申請・審査マニュアル（ダイジェスト版） 】

３-② 木造建築物の仕様の状況に応じた壁量基準等の見直し等について



A-2024-062（無断転載禁止）ハウスプラス住宅保証株式会社 44【出典:日本住宅・木材技術センター 新しい壁量等の基準（案）に対応した設計支援ツール（案）】

３-②-Ａ 早見表
施行予定:2025年４月

以下手順で選択

Step１ 太陽光発電設備等

「あり」 「なし」

Step２ 階高

「2Ｆ:3.2ｍ以下、 1Ｆ:3.2ｍ以下」
「2Ｆ:2.9ｍ以下、 1Ｆ:3.0ｍ以下」
「2Ｆ:2.8ｍ以下、 1Ｆ:2.9ｍ以下」

Step３ ２階と１階の床面積比

「0/100超え、20/100未満」
「20/100以上、40/100未満」
「40/100以上、60/100未満」
「60/100以上、80/100未満」
「80/100以上、100/100未満」
「100/100」
「100/100超え、120/100以下」

※

小屋裏面積は含めなく ても構いません

※ 2Ｆ階高:小屋梁・桁上端～２階床梁上端までの距離
1Ｆ階高:２階床梁上端～１階土台上端までの距離

⇓ 早見表 ⇓
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３-② 準耐力壁の取り扱いについて■２ｘ４確認中■
施行予定:2025年４月

【出典:国土交通省 改正建築物省エネ法・建築基準法の施行時期について】

〇準耐力壁等については、基本的に、存在壁量に「算入できる」ものとして取り扱う
〇準耐力壁等の壁量が少なく、かつ準耐力壁等の壁倍率が小さい場合は、壁配置のバランスの確認
（四分割法）、柱頭・柱脚の接合方法の確認（N値計算法等）において準耐力壁等の影響は考
慮しない
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１. ２０２４年の法改正等について
ー① 省エネ表示制度のためにＢＥＬＳを標準化→◎
ー② 促進計画区域外の場合も再エネ設置について説明する準備→◎
ー③ ローン減税と補助事業のために⾧期優良住宅を標準化→◎

【まとめ】

２. 建築物省エネ法の改正について
ー① 施行日（2025年4月予定）以後に着工する建築物は適合義務の対象
ー② 建築確認は仕様基準ルートを活用
ー③ ２０３０年を見据えてＺＥＨ水準住宅を標準化→◎

３. 建築基準法の改正について
ー① 新２号建築物は構造・省エネに加え防火とＬＶＳも審査の対象
ー② 早見表と表計算ツールはＺＥＨ水準住宅をベースに荷重検討している
ー③ 壁量基準（平13国告1540号）の改正については今後の国交省発表次第

46
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【まとめ】 ⾧期優良住宅のメリット
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【まとめ】 リスクヘッジのご提案

48
法改正に伴うリスクヘッジはハウスプラスにご相談ください!
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ハウスプラス住宅保証株式会社

２０２４年度以降の法改正について


